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新型コロナウイルス感染症による休業の基準と土曜授業についてのお知らせとお願い 

 

 保護者の皆様には、平素より本校の教育活動にご協力いただき、ありがとうございます。さて、学校だ

より８・９月号でもお知らせいたしましたように 9 月 11 日に予定しています土曜授業につきましては、

学習参観を予定しておりましたが、緊急事態宣言中ですので下記のとおり通常授業のみ実施いたします。 

 なお、今後の状況によっては学級休業や学校休業の措置をとることになります。（「休業の基準につい

て」参照）その場合には、一人一台タブレット端末で学習動画の視聴やインターネットでの調べ学習、デ

ジタルドリルや双方向オンライン学習など ICT を活用した学習を進めることによってお子様の学びを保

障することになります。 

 そこで、今回の土曜授業は学校での対面学習を２時限目まで実施後、３時限目の時間帯に１・２年生は

タブレット端末の接続テスト、３年生以上は自宅でのデジタルドリル学習を実施いたします。お手数を

おかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 なお、ご不明な点がありましたら矢田北小学校（6705-1601）教頭までお問合せください。 

○休業の基準について次の基準を設ける。 

 

記 

１．土曜授業について 

登校時間 8：10～ 8：25  

１時限目 8：45～ 9：30 通常授業 

２時限目 9：40～10：25 通常授業 

下校時刻 10：35 頃 
一人一台学習者用端末及びﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀ（対象児童のみ）を持ち帰ります。 

(1・2 年生のみ前日の１０日に持ち帰ります。) 

３時限目 
11：15～11：30 

１・２年 タブレット端末接続テスト（11：00～11：15 の間に接続し

ておいてください） 

帰宅後～11：30 ３～６年 デジタルドリル 

〇以下のいずれかの状況に該当する場合、学校医と相談した結果を踏まえ、感染者の属する学級につ

いて休業を行うものとする。（ただし、２週間以上登校していない者の発症は除く。） 

・同一学級において、感染による出席停止者が複数となった場合 

・１名の感染による出席停止者に複数の濃厚接触者が校内に存在する場合 

〇休業期間は、直近の疫学調査終了日の翌日から５～７日間をめやすとし、学校医と相談した結果を

踏まえ決定する。 

※なお、学級休業が当該学年において複数にまたがる場合、学年休業が当該校において複数にまたが

る場合等は、現行の取扱いと同様、学年休業、学校の臨時休業を行う。 



２. 一人一台学習者用端末の持ち帰りについて 

  1・2 年 9 月 10 日（金） 

  3～6 年 9 月 11 日（土）（タブレットを持ち帰るため、ランドセルで登校します。） 

 

3．接続テストについて（１・２年生） 

  持ち帰ったタブレット端末で Teams にログインして実施してください。 

  きょうだい関係があるご家庭は、それぞれの端末にそれぞれの ID でログインして接続テストを実施

してください。 

  ※接続テストの手順については別紙参照 

  ※当日の都合が合わず、接続テストができないご家庭は、事前にお知らせください。 

 

4．デジタルドリルについて（３～６年生） 

  タブレット端末と一緒に持ち帰ったデジタルドリル（navima）の QR コードでログインし、家庭で

担任から提示されたデジタルドリルの課題を行います。 

  ※通信の状況によって接続がうまくいかない場合があります。当日までに何度か持ち帰って接続状

況を確かめます。不具合がありましたらご連絡ください。 

 

5．タブレット端末及びルーターの返却日 

  令和 3 年 9 月 13 日（月） 

  ※衝撃を緩和するため、必ずランドセルの背中側に入れてください。 

 

6．一人一台タブレット端末等の利用にあたって 

 ○ 今回の持ち帰りでは、接続テストとデジタルドリルの使用に限ります。それ以外の目的での使用

はご遠慮ください。 

 ○ バッテリーの消耗が激しい場合は、学校ご連絡ください。（ご家庭にある充電器を使っての充電は

絶対にしないでください） 

 ○ タブレット端末を使う時のルール（ホームページ記載）を確認のうえ、安全にご使用ください。 


